
報道資料 

令和８年（２０２６年）１月２３日 

 

懲 戒 処 分 に つ い て 

 

１ 被 処 分 者 熊本市立小学校教諭 （女性・５９歳） 

 

２ 処 分 内 容 戒告 

 

３ 処 分 事 由 地方公務員法第２９条第１項第１号（法令違反）、第２号（職務上の義務違

反又は職務怠慢）及び第３号（一般非行） 

 

４ 処分発令日 令和８年（２０２６年）１月２３日 

 

５ 事実の概要 ・被処分者は、令和７年度（２０２５年度）２学期の授業中、自らが担任を

している学級の特定の児童がハサミを両手に持って同学級の他の児童に

向けていたため、そのハサミを取り上げた。そして、その直後に指導を行

う際、被処分者は、当該特定の児童の頬を平手で１回叩いた。 

・被処分者のかかる行為は、令和７年（２０２５年）１１月１９日開催の令

和７年度（２０２５年度）第６回熊本市体罰等審議会においても、「体罰」

に認定されている。 

 

６ 関係者の処分 無し 

 

 

【参考】懲戒処分の指針（抜粋） 

第２ 標準例 

２ 体罰等 

(1) 体罰を加えたことにより、児童生徒等（教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法

律（令和３年法律第５７号）第２条第２項に規定する児童生徒等をいう。以下同じ。）（総合ビジネス

専門学校の生徒を含む。以下この項及び第４項第１２号において同じ。）が死亡し、又はおおむね３

０日以上の治療期間を要する傷害を負った場合は、免職又は停職とする。 

(2) 体罰を加えたことにより、児童生徒等が傷害（前号に掲げるものを除く。）を負った場合は、停職、

減給又は戒告とする。この場合において、体罰が常習的に行われていたとき、又は体罰の態様が特に

悪質なものであったときは、免職又は停職とする。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、児童生徒等に体罰を加えた職員は、減給又は戒告とする。この場合

において、体罰が常習的に行われていたとき、又は体罰の態様が特に悪質なものであったときは、停

職又は減給とする。 

 

問合せ先 
熊本市教育委員会事務局教職員課 
ＴＥＬ：０９６-３２８-２７２０ 
課 長：上村 清敬 


